
◆男性育休支援補助金

（例）

育児休業取得 10/10～10/25 ※市内在住の要件は、「申請時に魚津市に住民登録していること」とする。

復職日 10月26日

申請期限 12月25日

育児休業期間

育休者への補助

①継続して市内在住 市内在住 可

②申請期限以降（12/26以降）に転出 市内在住 市外在住

③復職後、申請期限以前に転出

ア．転出日前に補助申請済み 市内在住 市外在住 可

補助申請

イ．転出後、補助申請した 市内在住 市外在住 不可

補助申請

④育休期間中、復職前に転出 市内在住 市外在住 不可

⑤育休期間中に転入 市外在住 市内在住 可

⑥復職後、申請期限内に転入 市外在住 市内在住 可

補助申請

申請期間

（2か月）

可
＊今年度は3/31まで申請期間であるが、

申請時に住民登録がない者については不

可とする。

10/26
復職日 12/25

申請期限

12/1転出

10/20転出

10/20転入

12/1転入


